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奨励金の支払い方法について 

 

 

〇 奨励金の額と支給申請の時期 

  奨励金の額と支給申請の時期は以下のとおりとします。 

 

 

   

 

  ※1 別に定める手数料に、消費税および地方消費税の額を加算した金額。 

※2 ただし、寄付目標額を達成することがクラウドファンディングの成立要件である

場合は、寄付目標額を達成した場合のみ支給するものとします。 

 

プロジェクト実行者から奨励金の支給申請があったとき、県は審査のうえ支給を決

定し、奨励金を支給します。 

奨励金の額 寄付金額から手数料※１を除いた金額※２ 

支給申請の時期 寄付金額確定後 


